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埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 

草加警察署 

ホームページ 

(３月１１日～４月１０日) 

自動車盗・・・・・・・・１件 

自販機荒し・・・・・・・３件 

部品狙い・・・・・・・・・３件 

万引き・・・・・・・・・・・２件 

物件事故・・・・・・・・２２件 

人身事故・・・・・・・・・７件 

 

◎夜間の一人歩きは危険です、人通り 
 のある明るい道を選びましょう。 
◎スマホを見ながら、イヤホンで音楽 
          を聴きながら等 
          のながら歩きは 
          やめましょう。 

         ◎時々振り返り、 
          周囲を警戒しましょう
う。 
             ◎防犯ブザーの
携帯も忘れずに 

「未払いの還付金があります、ＡＴＭへ 

 行ってください、操作方法はこのまま 

 電話で教えます」 

等と言って、ＡＴＭに誘導し、そのまま振

り込ませる手口です。 

 あなたの家や携帯電話にもかかってく

るかもしれません。「自分は大丈夫」と 

思っていませんか？ 

だまされないようにご注意を！ 

草加警察署管内では、子供への声掛け事案が 

度々、発生しています。お子さんへの防犯指導 

として。「いかのおすし」の言葉を教えて下さい。 

 「いか」： 知らない人にはついていかない 

 「 の 」： 知らない人の車にはのらない 

 「 お 」： 何かあったらおおごえを出す 

 「 す 」： すぐに逃げる 

 「 し 」： 大人の人にしらせる 

① 車道が原則、左側を通行 
   歩道は例外、歩行者優先 
② 交差点では信号と一時 
   停止を守って、安全確認 
③ 夜間はライトを点灯 
④ 飲酒運転は禁止 
⑤ ヘルメットを着用 
  自転車の 

反則通告制度
は、もう始まっ
ています。 
 ご注意を！ 

 

令和 8 年７月 1 日から 

駐車監視員ガイドラインが改定されます 

・草加市氷川町、高砂 
  1 丁目の一部が削除 
・記念体育館通りを削除 

・八潮市中央 2、3 丁目 
 八潮市八潮 3、7 丁目 
 の一部を追加 
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